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平成２２年１月２９日 



１　組　織

２　業　務

（２） 必要に応じて有識者をオブザーバーとして招聘する。

総務省予算執行監視チームの設置について

　予算の効率的な執行のため、総務省予算執行監視チーム（以下「執行監視チー

ム」という。）を設置する。

（１） 「執行監視チーム」は、両副大臣をトップとし、三政務官を構成員とする。

局次長とする。

る情報を開示する。

等チェックを行う。

（３） 総括審議官を事務局長、官房会計課長及び官房政策評価広報課長を事務

（１） 重要な調達、補助金交付決定等の執行案件の決定に関与し、適時に関連す

（３） 執行の効率化計画を定めるとともに、実施状況をチェックし、年度終了後実

績及び改善方策を公表する。

　執行監視チームは、例えば以下のような自立的取組を行う。

（２） 予算執行の状況開示を注視し、必要に応じて担当部局からヒアリングを行う

【参考】

○重要案件の決定

○事業執行状況

○実績・改善状況

績及び改善方策を公表する。

担 当 部 局

国 民

事業者

大 臣

予算執行監視チーム
渡辺副大臣、内藤副大臣

長谷川政務官、小川政務官、階政務官

〈事務局長〉総括審議官

会計課／政策評価広報課 等

報 告指 示

指 示

ヒアリング

報 告

資料提出

情報開示



予算執行監視に係る政務三役の分担について

（案）

予算執行監視に係る政務三役の分担について
－平成21年度第２次補正予算の執行監視－

予算執行監視全体の総括【副大臣】

渡辺副大臣
１）重要案件の決定に係るもの（共同）
２）達成状況の検証及び改善に係るもの
３）情報開示に係るもの

内藤副大臣
１）重要案件の決定に係るもの（共同）
２）執行状況の把握に係るもの
３）チームの運営に係るもの３）情報開示に係るもの ３）チ ムの運営に係るもの

【政務官】 各案件の執行監視

長谷川政務官
①ネットワーク統合制御システ

推進事

小川政務官
①ＩＣＴふるさと元気事業
②「 推進事

階政務官
○エコポイントの継続（グリー

促進事ム標準化推進事業
②グリーンＩＣＴ研究開発
③環境負荷軽減型地域ＩＣＴシ
ステム基盤確立事業

④マルチバンドＩＳＤＢ－Ｔシス

②「緑の分権改革」推進事業 ン家電普及促進事業）

④ ルチ ンド シス
テムの研究開発



（案） 
総官会第     号 
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総務省予算執行監視チーム運営要領 

 
（総則） 

第１条 総務省予算執行監視チーム（以下「執行監視チーム」という。）の運営については、この要

領の定めるところによる。 

（目的） 

第２条 執行監視チームは、「予算編成等の在り方の改革について」（平成２１年１０月２３日閣議

決定）を踏まえ、予算執行の効率化へ向けた自立的な取組を行う。 

（構成員） 

第３条 執行監視チームの構成員は、次に掲げる者とする。 

  総務副大臣  総務大臣政務官 

２ 執行監視チームの下に事務局を置き、チームの運営の庶務に関する事務を担当させる。 

３ 事務局長は、大臣官房に置かれる総括審議官とし、事務を総括整理する。事務局次長は、大臣官

房会計課長及び大臣官房政策評価広報課長とし、事務を整理する。 

４ 執行監視チームが必要と認めたときは、総務省顧問や外部の有識者等を出席させることがで

きる。 

（業務） 

第４条 執行監視チームは、第２条の目的を処理するため、例えば以下のような予算執行の効率化

へ向けた自立的な取組を行う。 

(1) 重要な調達、公共事業等の個所付け、補助金交付決定等の執行案件の決定に関与し、適時にこれ

らに関する情報を開示する。 

(2) 予算執行の状況開示を注視し、予算執行の効率化の観点から監視が必要な場合は、担当部局から

ヒアリングを行う等のチェックを行う。 

(3) 予算執行の効率化に向けた計画を定めるとともに、その実施状況をチェックし、年度終了後に効

率化の実績及び更なる改善方策について公表する。 

（雑則） 

第５条 この要領に定めるもののほか、運営に必要な事項は、執行監視チームが定める。 



《チェックポイント》 《チェックポイント》 《チェックポイント》

予算執行監視の視点 （イメージ）

民間委託事業(事業者選定）の例

○事業終了後の目
　標達成状況の検
証

○予算の目的・趣旨と
　の整合性

○実施要領等の公正

○申請書の内容審査にお
　ける公正性、透明性及
び効率性

実施要領等
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※　検証のため、予算の目的・趣旨を踏まえ、事業の開始までに当該予算により達成すべき目標等を整理し、公表

証
○実施要領等の公正
　性、透明性及び効率
　性

○調達スケジュールの
　公正性、透明性及び
　効率性

び効率性

○事業者選定における公
　正性、透明性及び効率
　性

実施要領等
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予算編成等の在り方の改革について 

 

平成 21 年 10 月 23 日 

閣    議    決   定 

 

  国民主権の下で、納税者の視点に立った予算編成を行い、予算の効

率性を高めていくために、平成 22 年度予算から、下記の改革を実施す

る。 

 

記 

 

１．複数年度を視野に入れた、トップダウン型の予算編成 

（１）予算編成過程において、「予算編成の基本方針」を策定し、これ

に基づいて、三党連立政権合意書を含むマニフェストを踏まえた予算

編成を行う。「予算編成の基本方針」は、国家戦略室が原案を作成し、

予算編成に関する閣僚委員会において検討の上、閣議決定する。 

 

（２）「予算編成の基本方針」の策定に当たっては、「平成 22 年度予算

編成の方針について」（平成 21 年 9 月 29 日閣議決定）を踏まえ、マ

ニフェストの工程表に掲げられた主要な事項の実現を目指しつつ、景

気動向に配慮するとともに、財政規律を確保する。 

 

（３）予算編成へ向けた議論に資するよう、財政事情に関する情報を閣

僚間で共有する。 

 

（４）府省横断的な取組を必要とする分野の予算については、適宜、予

算編成に関する閣僚委員会において大局的な方針を示し、縦割り行政

の弊害を排除する。 

 

２．予算編成・執行プロセスの抜本的な透明化・可視化 

（１）各府省は、ホームページにおいて、所管する予算の概算要求書及

び政策評価調書を公開するほか、概算要求の概要を分かりやすく示

すこととする。また、各府省の協力のもと、財務省ホームページか

ら、各府省の概算要求書及び政策評価調書を閲覧できるようにする。

平成 22 年度予算要求についてのこれらの文書の公開は、できるだけ

速やかに行う。 

 

（２）行政刷新会議においては、「事業仕分け」を全面公開で行う。こ
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の中で、予算の支出先の情報（支出先法人における国家公務員再就

職者の有無・人数を含む。）や、事業費に人件費を加味した事業の

「フル・コスト」の情報を事業の性質に応じ積極的に活用し、公表

する。 

 

（３）予算編成の節目において、予算編成に関する閣僚委員会で決定し

た事項は公表する。 

 

（４）財務省及び各府省は、予算概算決定後、ホームページ等において、

決定した予算の概要を、できる限り国民全般に分かりやすい形で公

表する。また、できるだけ速やかに、一般会計と特別会計、当初予

算と補正予算を含めた、予算の全体像を分かりやすく示す。予算の

情報開示について、検索機能を付与するための準備を進める。 

 

３．年度末の使い切り等、無駄な予算執行の排除 

（１）各府省は、予算の執行状況を定期的にホームページで開示する。

また、公共事業等の個所付け等、予算執行上の重要な決定についても

開示を行う。 

これらの執行に関する情報開示については、検索機能を付与するた

めの準備を進める。執行情報開示の詳細については、平成 22 年度開

始までに、国家戦略室において指針を示す。 

 

（２）各府省は、平成 22 年度開始までに、予算執行監視チームを設置す

る。予算執行監視チームは、副大臣をトップとし、官房長等を事務局

長とする。また、外部の有識者が関与する機会を確保するものとする。 

   予算執行監視チームは、例えば以下のような、予算執行の効率化

へ向けた自律的な取組を行う。予算執行監視チームの詳細については、

平成 22 年度開始までに、国家戦略室において指針を示す。 

①  重要な調達、公共事業等の個所付け、補助金交付決定等の執行

案件の決定に関与し、適時にこれらに関する情報を開示する。 

② 予算執行の状況開示を注視し、年度末に過大な執行が行われてい

るおそれがある場合、担当部局からヒアリングを行う等のチェッ

クを行う。 

③ 予算執行の効率化に向けた計画を定めるとともに、その実施状況

をチェックし、年度終了後に効率化の実績及び更なる改善方策に

ついて公表する。 

 

（３）年度当初からの補助事業等の計画的な執行を促進するため、各府
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省は、補助金等の交付手続の迅速化、早期交付に努める。各府省は、

具体的な改善の実績を、予算執行監視チームによる予算執行効率化

の実績と併せて、年度終了後に公表する。 

 

（４）財務省は、現場での繰越手続等が非効率を招いていないかという

観点から、各府省や地方自治体からの問題点の指摘や改善要望につ

いて、窓口を設置し、平成 21 年中を目途として、包括的なヒアリン

グを行う。その上で、繰越制度の一層の活用に向け、要件の明確化

等の改善を行うこととし、改善方策を公表の上、可能なものは、平

成 21 年度中から実施する。 

各府省は、財務省によるヒアリングの実施に積極的に協力し、必

要に応じ、地方自治体や、所管の独立行政法人等の関係組織からの

ヒアリングを仲介・代行する。 

 

４．政策達成目標明示制度の導入 

政府として最優先すべき政策について、国民に対する成果を目標と

して定め、達成度を評価する「政策達成目標明示制度」を導入する。 

政策達成目標明示制度においては、以下のような取組を行うことと

し、平成 22 年度は試行期間と位置付ける。詳細については、年度開始

までに、国家戦略室において指針を示す。 

 

（１）政府として、マニフェストの工程表に掲げられた主要な事項を中

心に、最優先の目標を厳選した「政策達成目標」を定める。政策達

成目標においては、あらかじめ定めた期間内に、国民のために達成

する成果（アウトカム）を具体的に明示する。 

 

（２）政策達成目標については、その達成度をできるだけ客観的に検証

することのできるよう、「達成指標」を定めるとともに、それを実

現する道筋を示した「達成計画」を定める。 

    

（３）政策達成目標、達成指標、達成計画を説明する文書については、

政府として統一的なフォーマットを定める。これに基づき、政策達

成目標の達成状況について、達成指標に照らして事後評価を行い、

予算が効果的・効率的に使われたかどうかを検証する。 

   政策の評価・検証については、政策を担当する府省が自ら行うこ

とに加え、外部による検証を充実させる。 




